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１ 件名 

久世地域体育館における変圧器等整備業務委託 

 

２ 履行期限 

契約の日の翌日から令和８年１１月３０日まで 

 

３ 履行場所 

（施設名称）久世地域体育館 

（所在地） 京都市南区久世大築町 36 

 

４ 概要 

本業務は、久世地域体育館に設置されている変圧器の整備を行うものである。詳細は、

「９ 作業内容」によるものとする。 

 

５ 適用 

作業に当たっては、京都市契約事務規則、労働基準法、労働安全衛生法、廃棄物の処理

(PCB 特措法)及び清掃に関する法律その他の関係法令を遵守すること。 

 

６ 作業条件 

施設運営に支障とならない日に整備作業を行うこと。 

 

７ 支払条件 

業務完了後の一括支払いとし、前金払は行わない。 

 

８ 支給品等 

⑴ 電力、用水 

   業務に必要な電力及び用水は、本市が無償にて支給する。支給に当たっては、事前  

に本市の承諾を得るとともに、本市の指示に従わなければならない。指示に反する 

ときは、本市は支給を止めることができる。 

⑵ 支給品 

本市から支給品がある場合は、「９ 作業内容」の交換部品等に市支給と記す。 

⑶ 支給品の管理 

   支給品は、受注者の責任において管理すること。管理及び整備の不良により使用不

能となった場合は、受注者の負担にて再調達するものとする。 

⑷ 工具・計測機材・消耗品類 

原則として貸与しない。 

  



９ 作業内容 

下表及び別紙「図面及び参考数量表」を基に既存機器を撤去し、新設機器を設置する。

ただし、変圧器は標準トップランナーとし、設置に適応した防振ゴム（耐震）を使用す

ること。また、変圧器及の高圧配線は基本既設流用とするが、新設機器の一次側 PC ま

では新設配線とする。 

既存機器 新設機器 数量 単位 備考 

三相変圧器 

50kVA 

三相変圧器 

50kVA 

1 台 配線は既存流用とする。 

変圧器一次側 PC まで新設配線 

 

⑴ 納品 

納品の日時は、本市職員と調整を行い、決定すること。また、納品は指定された場

所で開梱、組立てを行い、本市による検収の後、既設関連設備を十分に確認したう

えで指定された場所に納品すること。 

⑵ 動作確認 

納品が完了した後、動作確認を行い、以下の項目について測定・記録し、機能が正

常に動作することを確認する。万が一、異常があった場合は、直ちに修理及び部品

の交換等の対応を行うこと。 

①  電圧測定  ② 絶縁測定  ③ 新設変圧器等耐圧試験（工場検査・現地） 

受注者による動作確認が完了した後、引渡しを行う前までに本市か指定管理者の立

会いの下、操作や保守に関する取扱説明を行うこと。 

⑶ 発生材処分 

本業務にて取り外した機器及び不要な梱包材等を適切に処分すること。 

   なお、三相変圧器については低濃度 PCB 使用機器のため、本市職員が指定する場所

に保管場所表示及び漏洩防止措置を施したうえで現地保管とする。 

⑷ 電気主任技術者の立会い 

立会いに要する費用は、本業務に含む。(現地主任技術者協議必要) 

⑸ その他 

上記以外であっても本整備において外観、機能及び技術上当然必要と判断されるも

のについては、受注者の負担で作業するものとする。 

 

10 一般事項 

⑴ 本整備に当たっては、作業の工程及びその内容について、あらかじめ本市と十分な

協議のうえ、作業を行うこと。 

⑵ 本整備時に、納品機器及び建物、設備等に損傷防護を講じること。万が一、損傷等が

生じた場合は、受注者の負担において補修すること。 

⑶ 本整備完了後、整備内容について本市が検収を行う。 

⑷ 業務の履行に伴い発生する廃材は、受注者の負担及び責任において、関係法令等に

従い適切に処理すること。 

 

 

 



11 保証期間 

無償保証期間はメーカーの規定する保証期間とする。ただし、１年以上の保証期間と

し、製造物責任法等の関係法令を適用すべき事案は、その規定に従う。 

 

12 提出書類 

以下の書類を指定された期日までに提出すること。 

⑴ 納品前に提出する書類 

ア 納入・整備予定表(契約後現地調査含め 3週間) 

  ※1.低濃度 PCB 機器処分時期が今年度内となっており確実な履行期日が必要 

   2.変圧器の納期等、情勢に伴い長期になっている。 

   3.該当施設の整備が運営中に付き停電整備の期日が２か月前に利用停止 

    予約を必要とする。 

  ※上記を踏まえ整備期日を確実にするため早期予定が必須となっております。 

イ 緊急連絡票 

ウ 機器仕様書(契約後現地調査含め 3週間) 

エ 停電計画書 

オ 重機(クレーン等)作業計画書 

⑵ 整備後に提出する書類 

ア 機器完成図 

イ 機材性能試験成績書（製造者試験成績書） 

ウ 試運転調整記録書 

エ 社内検査報告書 

オ 作業写真（納品時、作業前、作業中、作業後） 

カ 機器取扱説明書 

キ 保証書 

ク 完了届 

ケ その他機器を使用・点検する際に必要となる書類 

上記以外の書類は、本市との協議により必要に応じて作成して提出すること。た

だし、書類の提出部数は、本市と協議のうえ、本市の指示によるものとする。 


























